
農
業

新
し
い
農
業
者
年
金
に

加
入
し
ま
し
ょ
う

少
子
・
高
齢
化
に
対
応
し
た
農

業
者
の
た
め
の
年
金
制
度
が
新
た

に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

農
業
者
年
金
の
６
つ
の
メ
リ
ッ
ト

１

運
用
実
績
に
よ
り
受
給
額
が

決
ま
る
確
定
拠
出
型
年
金
で
あ

る
た
め
、
安
定
し
た
年
金
の
財

政
運
営
が
で
き
ま
す
。

２

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険

者
で
年
間
６０
日
以
上
農
業
に
従

事
す
る
６０
歳
未
満
の
方
は
だ
れ

で
も
加
入
で
き
ま
す
。

３

保
険
料
は
月
額
２
万
円
か
ら

最
高
６
万
７
千
円
ま
で
千
円
単

位
で
ご
自
身
の
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン

に
合
わ
せ
て
自
由
に
選
択
で
き

ま
す
。

４

年
金
は
終
身
受
給
で
き
ま
す

が
、
仮
に
加
入
者
・
受
給
者
が

８０
歳
に
な
る
前
に
亡
く
な
っ
た

場
合
に
は
、
死
亡
し
た
翌
月
か

ら
８０
歳
ま
で
に
受
け
取
る
は
ず

の
農
業
者
老
齢
年
金
を
予
定
利

率
で
割
り
戻
し
た
額
を
死
亡
一

時
金
と
し
て
遺
族
が
受
け
取
れ

ま
す
。

５

保
険
料
は
、
全
額
（
年
額
最

高
８０
万
４
千
円
）
社
会
保
険
料

控
除
（
所
得
控
除
）
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

６

認
定
農
業
者
等
一
定
の
要
件

を
備
え
た
方
に
対
し
保
険
料
の

手
厚
い
国
庫
助
成
（
政
策
支
援
）

が
あ
り
ま
す
。

加
入
の
申
込
み
や
ご
相
談
に
つ

い
て
は
農
業
委
員
会
、
最
寄
り
の

Ｊ
Ａ
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

遊
休
農
地
を

な
く
し
ま
し
ょ
う
！

安
心
し
て
農
地
の
貸
し
借
り
が

で
き
る
「
利
用
権
設
定
等
促
進
事

業
」
で
農
地
の
有
効
利
用
を
図
り
、

遊
休
農
地
を
な
く
し
ま
し
ょ
う
。

「
利
用
権
設
定
等
促
進
事
業
」と
は

農
用
地
の
貸
し
借
り
を
行
う
場

合
、
町
が
農
家
の
申
出
に
よ
り
、

利
用
権
の
設
定
計
画
な
ど
を
ま
と

め
て
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画
」

を
作
成
し
、
農
業
委
員
会
の
決
定

を
経
て
公
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、

安
心
し
て
農
用
地
の
貸
し
借
り
を

行
う
こ
と
の
で
き
る
事
業
で
す
。

こ
の
事
業
は
、
約
束
の
期
間
が

終
了
す
る
と
、
貸
し
た
農
地
を
確

実
に
返
し
て
も
ら
え
ま
す
。
ま
た
、

貸
し
手
は
離
作
料
を
支
払
う
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
農
用
地
利
用
集
積
計
画
」の
申
出
は

「
農
用
地
利
用
集
積
計
画
申
出
書
」

と
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画
書
」

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
署
名
捺

印
後
、
農
業
委
員
会
事
務
局
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
用
紙
が
必
要
な
方
は
、
農
業
委

員
会
事
務
局
に
お
申
し
出
く
だ
さ

い
。な

お
、
従
来
か
ら
こ
の
事
業
を

ご
利
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、
期
間

満
了
前
に
通
知
し
ま
す
。

受
付
期
間

４
月
１
日（
金
）〜
２０
日（
水
）

執
務
時
間
中

問
い
合
わ
せ

農
業
委
員
会
事
務
局

�
９
８
５
―
４
１
３
１
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◆マルチ商法とは
商品を買わせて販売組織に加入させ、さら
にその加入者が友人や知人を勧誘することに
よって次々と会員を増やし、組織を拡大する
商法です。「商品を売ればマージンが入る。」
などと勧誘されるが、実際には商品は思うよ
うに売れずに大量の在庫を抱え、多額の負担
を負わされることが多い。
◆主な商品
化粧品、健康食品、浄水器、ＦＡＸ、パソ
コンなど
◆予防と対策
・「儲かる」などといううまい話は信用しな
い。加入すれば、被害にあうだけでなく自
分も加害者になり、友人関係を壊すことに
もなります。
・契約から２０日以内ならクーリング・オフが
できます。２０日を過ぎても、中途解約や退
会ができ、入会して１年未満の退会の場合
は、引渡しを受けてから９０日未満の未使用
の商品であれば、返品し適正な額の返金が
受けられます。
・ウソの説明などで契約をしてしまった場合
は、契約を取り消せます。
【消費生活に関する相談窓口】
役場産業課商工水産係 �９８５－４１２０
松山地方局県民生活課 �９４６－３７００
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日 時 ４月１７日（日）９：００～１６：００
会 場 松前町総合福祉センター 集会室
内 容 高齢者領域の音楽療法

（講演とワークショップ）
講 師 古賀幹敏先生（活水女子大学助教授）
参加費 一般３，０００円／学生１，０００円

※年会費（一般５，０００円／学生３，０００円）を支
払われた方は要りません

後 援 愛媛県社会福祉協議会、松前町、松前町社
会福祉協議会、松山市、松山市社会福祉協
議会、愛媛新聞社、愛媛ＣＡＴＶ

申込み・問い合わせ
愛媛県ＡＴ・ＤＴ研究会事務局
アーツセラピー総合企画研究所
（〒７９１－３１６１伊予郡松前町神崎５８６黒田病院内）
�・� ９８５－１３４１
E-mail ATsouken@star.quolia.com
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